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【告示】

番 号 表 題 担当課名

６０９※ 徳島県薬物の濫用の防止に関する条例の規 薬務課

定に基づき知事指定薬物の指定の効力が失

われた件

６１０※ 徳島県畜産関係使用料手数料条例第２条の 畜産振興課

規定による使用料および手数料の額を定め

る件の一部を改正する件

６１１ 利用料金の額の変更を承認した件 次世代交通課

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

８３ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

届出事項の異動の届出があった件

８４※ 不在者投票を行うことができる施設を指定

した件の一部を改正する件

【人事委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１１ 徳島県職員（民間企業等職務経験者）採用

候補者名簿の確定

１２ 採用候補者名簿の失効

【議会規則】

番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県議会会議規則の一部を改正する規則



徳
島
県
告
示
第
六
百
九
号

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称
等

１

化
学
名

メ
チ
ル
＝
二－

﹇
一－

（
五－

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）－

一
Ｈ－

イ
ン
ド
ー
ル－

三－

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
﹈－

三－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ノ
ア
ー
ト
（
通
称

Ｍ
Ｐ
ｈ
Ｐ－

二
二
〇

一
又
は
Ｍ
Ｐ
Ｈ
Ｐ－
二
二
〇
一
）
及
び
そ
の
塩
類

２

化
学
名

二－

（
ブ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）－

一－

（
四－

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン－

一－

オ
ン

（
通
称

四－

Ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｒ
ｏ－

Ｎ－

ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｌ
ｃ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ｎ
ｏ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の

塩
類

３

化
学
名

三－

﹇
一－

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
﹈
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
通
称

三－

Ｈ

Ｏ－

Ｐ
Ｃ
Ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類

二

効
力
が
失
わ
れ
た
理
由

一
の
１
か
ら
３
ま
で
に
掲
げ
る
知
事
指
定
薬
物
は
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
す

る
に
至
っ
た
た
め

三

効
力
が
失
わ
れ
た
日

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
号

昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号
（
徳
島
県
畜
産
関
係
使
用
料
手
数
料
条
例
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
附
則
第
十
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
初
診
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

三
を
削
り
、
四
を
三
と
し
、
五
か
ら
十
四
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
一
号

徳
島
県
立
航
空
旅
客
取
扱
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
三

十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
立
航
空
旅
客
取
扱
施
設
の
利
用
料
金
の
額
の

変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

利
用
料
金
の
額

区

分

単

位

利
用
料
金
の
額

座
席
数
が
二
百
席
以
下

一
回

四
四
、
〇
〇
〇
円

国
内
線
に
お
い

の
航
空
機

航
空
会
社
用

て
利
用
す
る
場

施
設
（
搭
乗

合

座
席
数
が
二
百
一
席
以

一
回

六
六
、
〇
〇
〇
円

待
合
室
、
旅

上
の
航
空
機

客
搭
乗
橋
及

び
手
荷
物
取

座
席
数
が
二
百
席
以
下

一
回

八
八
、
〇
〇
〇
円

扱
施
設
）

国
際
線
に
お
い

の
航
空
機

て
利
用
す
る
場

合

座
席
数
が
二
百
一
席
以

一
回

一
三
二
、
〇
〇
〇
円

上
の
航
空
機

航
空
関
連
団
体
用
業
務
施
設

一
平
方
メ

一
月

二
、
七
五
〇
円

ー
ト
ル

備
考１

「
一
回
」
と
は
、
航
空
機
一
機
ご
と
の
離
陸
又
は
着
陸
の
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
を
い
う
。

２

「
航
空
関
連
団
体
用
業
務
施
設
」
と
は
、
税
関
、
出
入
国
の
管
理
、
検
疫
等
を
実
施
す
る
た
め

の
業
務
施
設
を
い
う
。

３

利
用
期
間
が
一
月
に
満
た
な
い
場
合
及
び
利
用
期
間
に
一
月
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
月
の
現
日
数
を
基
礎
と
し
て
、
日
割
り
に
よ
り
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

４

利
用
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
満
た
な
い
利
用
面
積
及
び
利
用
面
積

に
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
面
積
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
平
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。

二

適
用

令
和
元
年
十
月
一
日
以
後
の
徳
島
県
立
航
空
旅
客
取
扱
施
設
の
利
用
に
係
る
利
用
料
金
に
つ
い
て
適

用
す
る
。



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

立

憲

民

主

党

会
計
責
任
者
の

令

和

元

年

武

内

則

男

増

田

秀

司

井

上

理

恵

徳

島

県

連

合

氏
名

十

二

月

一

日

国

民

民

主

党

会
計
責
任
者
の

令

和

元

年

庄

野

昌

彦

日

下

佳

子

稲

原

繁

徳

島

県
第
１
区

総
支
部

氏
名

十

二

月

九

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

主
た
る
事
務
所
の

阿
南
市
才
見
町
三
本
松
四
三－

阿
南
市
日
開
野
町
筒
路
一
七－

令

和

元

年

岩
浅

嘉

仁
阿
南
後

援

会

小

泉

隆

一

所
在
地

一

一－

一
〇
一

八

月

一

日

主
た
る
事
務
所
の

阿
南
市
日
開
野
町
西
居
内
四
二

阿
南
市
才
見
町
三
本
松
四
三－

令

和

元

年

岩
浅

嘉
仁

阿

南

後

援

会

小

泉

隆

一

所
在
地

六－

二

一

十

二

月

一

日

代
表
者
の
氏
名

黒

坂

義

男

多

田

晴

治

会
計
責
任
者
の

令

和

元

年



遠

藤

彰

良

後

援

会

黒

坂

義

男

遠

藤

雅

俊

黒

坂

義

男

氏
名

十

月

一

日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
国
府
町
芝
原
字
天
満
三

徳
島
市
西
大
工
町
五
丁
目
二
三

所
在
地

四
の
二



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

平
成
十
九
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
指

定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

一
の
表

の
項
中
「城

西
病
院

」
を
「医

療
法
人
む
つ
み
ホ
ス
ピ
タ
ル

」
に
改
め
る
。

9



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
十
一
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
採
用
候
補
者
名
簿
を
確
定
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

採
用
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

採
用
試
験
の
名
称
及
び
施
行
年
月
日

採
用
候
補
者
数

徳
島
県
職
員
採
用
試
験(

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者)

○
第
一
次
試
験

令
和
元
年
九
月
二
十
九
日

徳
島
県
職
員(

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者)

令
和
元
年
十
二
月
十
九
日

○
第
二
次
試
験

行
政
事
務
以
下
二
試
験
区
分

二
十
五
名

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
元
年
九
月
二
十
九
日
、
十
一
月
二
日
、

三
日
及
び
四
日

○
第
三
次
試
験

令
和
元
年
十
一
月
三
十
日
及
び
十
二
月
一
日



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
十
ニ
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
採
用
候
補
者
名
簿
は
、
令

和
元
年
十
二
月
十
九
日
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

採

用

候

補

者

名

簿

の

名

称

確

定

年

月

日

徳
島
県
職
員
（
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）
採
用
候
補
者
名
簿

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日



徳
島
県
議
会
規
則
第
一
号

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

徳
島
県
議
会
議
長

喜

多

宏

思

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
徳
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
中
「
そ
の
他
の
事
故
」
を
「
、
育
児
、
家
族
の
看
護
又
は
介
護
、
配
偶
者
の
出
産
補
助
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


